
“しゅわわせ ” な 地 域 共 生 社 会をめざして

Mihara City Sign Language Ordinance を制定しました。
三原市手話言語条例三原市手話言語条例

　障害の有無によって分け隔てられることなく、誰もが
安心して暮らせる共生社会の実現をめざして、「三原市
手話言語条例」を制定しました。県内の市町では6番目
の制定です。手話が言語の一つであることを理解し、手
話を使いやすい環境を整えていきます。
■■問　障害者福祉課(■■TEL 0848-67-6060 ■■FAX 0848-64-2130)

平
成
18
年
に
国
連
で
条
約
が
採
択
さ

れ
、「
手
話
言
語
」
も
「
音
声
言
語
」
と

同
じ
く
、
言
語
の
一
つ
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
ま
し
た
。
耳
の
聞
こ
え
る
人
が
音

声
で
会
話
を
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

手
話
は
手
指
や
体
の
動
き
、
表
情
な
ど

の
視
覚
を
使
っ
て
会
話
を
し
ま
す
。
生

ま
れ
つ
き
も
し
く
は
言
語
を
獲
得
す
る

前
か
ら
耳
が
聞
こ
え
な
い
人
た
ち(

ろ

う
者)

は
、
手
話
を
第
一
言
語
と
し
て
使

用
し
て
意
思
疎
通
を
し
て
い
ま
す
。

条
約
や
法
に
手
話
が
言
語
で
あ
る
と

位
置
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
、い
ま
だ
認
識

が
不
十
分
で
、環
境
整
備
が
進
ん
で
い
ま

せ
ん
。
条
例
を
制
定
し
、
手
話
言
語
へ
の

理
解
や
手
話
言
語
の
普
及
を
促
進
し
ま

す
。
そ
し
て
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、

誰
も
が
社
会
に
参
加
し
、互
い
に
支
え
合

う
こ
と
が
で
き
る
共
生
社
会
の
実
現
を

め
ざ
す
こ
と
を
目
的
に
制
定
し
ま
し
た
。

条
例
制
定
の
背
景

手
話
は
言
語
の一つ

専門家に

聞きました！

耳が聞こえる人は自
然に身に付ける音声言
語ですが、ろう者にとっ
ては習得が難しく、視覚
的言語である手話言語
を使うのが自然です。しかし手話言語が認められ
ず、自由に使うことができない時代もありまし
た。今回の条例が制定されて、音声と手話の二つ
の言語が対等であることが明確にされました。手
話に触れる機会が増えて、条例制定の背景や手話
言語を理解する人が増えてほしいです。

「手話が少しずつ広まって、手話で話ができる三原、誰もが
幸せになれる三原になる」という願いを込めています。

“しゅわわせ”とは
手話サークルうきしろ 

井原さん
手話サークルうきしろ 

森川さん
三原ろうあ協会

田中さん

耳が聞こえない・聞こえにくい人はどんなことに困っているのかを
知ることが、正しいサポートにつながります。

念願だった条例が制定されてうれしい
です。手話は目で見る言葉です。ろう者
は目から情報を得ています。手話言語が
あれば、いろいろな情報が確保でき、そ
の情報により自分で考え、自己決定でき
る社会になります。手話言語を使用しや
すい環境が整うことを期待します。

●議会の傍聴に手話通訳者を派遣します

●コミュニケーション支援用具を給付します

【筆談】=文章でやりとりし、短い言葉で簡潔にまとめる
【要約筆記】=話の要点をまとめ即時に文字で伝える
スクリーンに映す

【音訳】=印刷物などの文字情報を音声情報にする
【点字】=指先の感覚で読み取ることができる視覚障害者用の
文字の活用

【ルビ】=文章の漢字にふりがなをつける
【コミュニケーションボード】=絵や簡単な日本語が記載され
たボードを指さして意思をくみ取る

耳が聞こえない・聞こえにくい人す
べてが手話を使えるわけではありませ
ん。その人の状態に合わせ、文字を書
いたり口の動きや表情などを見せたり
して円滑なコミュニケーションに役立
つ方法を見つけましょう。

■■時　①毎週水曜日
　　 13時30分～15時　
　 ②毎週金曜日
　　 19時～20時30分
■■所　サン・シープラザ

　あいさつや日常生活
で使える手話を紹介す
る動画「しゅわわせ」
を掲載。

県立広島大学保健福祉
学部 准教授 長谷川 純
さん。聴覚障害について
の理解普及を支援。

条例制定の
背景と

手話言語への
理解を深めて

目
で
見
て
会
話
を
す
る

手
話
を
理
解
し
ま
し
ょ
う

障
害
の
有
無
に
関
係
な
く

活
躍
で
き
る
共
生
社
会
を

誰もが安心して暮らせる
地域共生社会をめざして

●手話が言語の一つであるという
　ことを認識する
●手話に興味を持ち、手話を覚える

●耳が聞こえない・聞こえにくい人が
　利用しやすいサービスを提供する
●耳が聞こえない・聞こえにくい人が
　働きやすい環境を整備する

●手話通訳者を配置する
●手話通訳者を派遣する
●手話の出前講座を開催する

地域の人
ができること

事業者
ができること

市・福祉機関
の取り組み

手話手話 言語言語 条例条例

理解してサポートを

まずは一歩を踏み出して
手話を知ってみませんか？

障害のある人のコミュニケーション支援を強化し取り組みます。

病院や銀行、
駅や商業施設な
どで必要な情報
が得られないこ
とがあります。

車のクラクシ
ョンなどが聞こ
えず危険です。災
害時の判断が遅
れる場合も。

外見からは分
かりにくいので、

「無視された」と
誤解されること
も。

複数人が同時
に話すと口の動
きや表情が見え
ず、理解できない
ことがあります。

音による情報に気が付かない

周囲の状況が分からない

9月から毎週開催！
 手話奉仕員養成講座

どんな取り組みをするの？ 障害にあわせたコミュニケーション例

Y
ユーチューブ
ouTubeで手話動画

外見では気付いてもらえない

複数での会話が難しい

「聞こえない？」
と思ったら

▲市YouTube
チャンネル

▲市■■HP 

新たな法律も制定！

●要約筆記や点字を学ぶ養成講座を開催
　します

●市の広報や本を音訳したり点字にして
　お届けします

聴覚障害

視覚障害

知的障害

　「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が制定
されました。「三原市手話言語条例」と併せ、聴覚、視覚、知的障害のある人などが
情報を十分に取得・利用でき、円滑な意思疎通ができるまちづくりに取り組みます。

〇〇さ～ん

××22

条例にはこれらのことを明記

条例について
詳しくはこちら

三原ろうあ協会 会長
桶本恵美さん

手話言語を使って楽しく
コミュニケーションを

1とき　2ところ　3内容　4出演　5対象　6資格　7定員　8料金　9用意する物　A申し込み･先　B問い合わせ先　D電話番号　F FAX　Cホームページ 1213 ● 広報みはら／令和5年7月号 ●
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